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議案第３号

令和３年度石川県一般会計予算

令和３年度の石川県一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６１５，８５９，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 令和３年度石川県一般会計

歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、

期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

（地方債）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。

（一時借入金）

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は４５，０００，０００千

円と定める。ただし、借入金額には起債前借及び当座勘定借越契約に基づく借越額を含まない。

（歳出予算の流用）

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する

ことができる場合は、次のとおりと定める。

各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和３年２月２４日提出

石川県知事 谷 本 正 憲
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第１表 令和３年度石川県一般会計歳入歳出予算

歳 入

千円

款 項 金 額

１ 県 税 １４２，７００，０００

１ 県 民 税 ４４，３０８，６００

２ 事 業 税 ２８，８００，０００

３ 地 方 消 費 税 ３７，０００，０００

４ 不 動 産 取 得 税 ２，６００，０００

５ 県 た ば こ 税 １，１７０，０００

６ ゴ ル フ 場 利 用 税 ５００，０００

７ 軽 油 引 取 税 ９，１４０，０００

８ 自 動 車 税 １８，４００，０００

９ 鉱 区 税 ４００

１０ 狩 猟 税 １１，０００

１１ 核 燃 料 税 ７７０，０００

２ 地 方 消 費 税 清 算 金 ５２，０００，０００

１ 地 方 消 費 税 清 算 金 ５２，０００，０００

３ 地 方 譲 与 税 １３，８４３，０００

１ 特 別 法 人 事 業 譲 与 税 １１，７００，０００

２ 地 方 揮 発 油 譲 与 税 １，９００，０００

３ 石 油 ガ ス 譲 与 税 ６０，０００

４ 自 動 車 重 量 譲 与 税 １１０，０００

５ 森 林 環 境 譲 与 税 ６０，０００
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千円

款 項 金 額

６ 航 空 機 燃 料 譲 与 税 １３，０００

４ 地 方 特 例 交 付 金 ７９０，０００

１ 地 方 特 例 交 付 金 ７９０，０００

５ 地 方 交 付 税 １２３，７７０，０００

１ 地 方 交 付 税 １２３，７７０，０００

６ 交通安全対 策 特 別 交 付 金 ２５０，０００

１ 交通安全対策特別交付金 ２５０，０００

７ 分 担 金 及 び 負 担 金 ３，６５２，６３２

１ 分 担 金 ９３１，９２６

２ 負 担 金 ２，７２０，７０６

８ 使 用 料 及 び 手 数 料 ７，４９６，３７２

１ 使 用 料 ５，５７１，９３７

２ 手 数 料 １，９２４，４３５

９ 国 庫 支 出 金 ８４，７４６，４５２

１ 国 庫 負 担 金 ２９，４９０，６７１

２ 国 庫 補 助 金 ５３，４６５，５２３

３ 国 庫 委 託 金 １，７９０，２５８

１０ 財 産 収 入 ４５８，５５１

１ 財 産 運 用 収 入 ２０９，６４８

２ 財 産 売 払 収 入 ２４８，９０３

１１ 寄 附 金 ６４，５５０

１ 寄 附 金 ６４，５５０

１２ 繰 入 金 １３，５４８，３３８
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千円

款 項 金 額

１ 特 別 会 計 繰 入 金 １２４，５８８

２ 基 金 繰 入 金 １３，４２３，７５０

１３ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

１４ 諸 収 入 ８０，８２９，１０４

１ 延滞金、加算金及び過料等 ２３６，３７１

２ 県 預 金 利 子 ４５８

３ 貸 付 金 元 利 収 入 ６４，３２５，１３８

４ 受 託 事 業 収 入 ３，４８０，３５７

５ 収 益 事 業 収 入 ３，８００，０００

６ 雑 入 ８，９８６，７８０

１５ 県 債 ９１，７１０，０００

１ 県 債 ９１，７１０，０００

歳 入 合 計 ６１５，８５９，０００



議
案
第
三
号

令
和
三
年
度
石
川
県
一
般
会
計
予
算

歳
出

（ ５ ）

歳 出

千円

款 項 金 額

１ 議 会 費 １，１８７，９６３

１ 議 会 費 １，１８７，９６３

２ 総 務 費 ８６，９１２，１７３

１ 総 務 管 理 費 １０，７８５，８３７

２ 徴 税 費 ７１，７８４，８９０

３ 市 町 村 振 興 費 １，０３５，４２６

４ 選 挙 費 １，２２０，４８２

５ 防 災 救 助 費 １，７９８，８０６

６ 人 事 委 員 会 費 ９４，３３４

７ 監 査 委 員 費 １９２，３９８

３ 企 画 振 興 費 ２０，５３３，８８５

１ 企 画 振 興 費 ２０，５３３，８８５

４ 県 民 文 化 ス ポ ー ツ 費 １４，７４２，５６２

１ 県 民 費 １，２６０，２２７

２ 文 化 ス ポ ー ツ 費 １３，４８２，３３５

５ 健 康 福 祉 費 １１４，１３９，４４７

１ 高 齢 者 福 祉 費 ３４，３２７，７８０

２ 子 育 て 福 祉 費 １６，２５０，５４５

３ 障 害 福 祉 費 １１，４６２，１２８

４ 地 域 福 祉 費 １３，８９７，９１９

５ 健 康 推 進 費 ７，６４２，０２８

６ 生 活 衛 生 費 １９９，９２１
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千円

款 項 金 額

７ 医 薬 看 護 費 ３０，３５９，１２６

６ 生 活 環 境 費 ２，６５９，７２５

１ 生 活 環 境 費 ２，６５９，７２５

７ 商 工 労 働 費 ４５，７３１，８７９

１ 商 工 費 ４４，０３５，８９２

２ 労 働 費 １，６０９，５８１

３ 労 働 委 員 会 費 ８６，４０６

８ 観 光 費 １８，２７１，８７８

１ 観 光 戦 略 推 進 費 １８，２７１，８７８

９ 農 林 水 産 業 費 ３４，６０６，９６３

１ 農 業 費 １７，１３２，８０６

２ 畜 産 業 費 ９５３，９７７

３ 農 地 費 ９，６２７，５９１

４ 林 業 費 ５，０４１，４４５

５ 水 産 業 費 １，８５１，１４４

１０ 土 木 費 ５５，９３３，２５１

１ 土 木 管 理 費 ５６８，６１４

２ 道 路 橋 り ょ う 費 ２９，９３８，５２８

３ 河 川 海 岸 費 １１，１７８，７６７

４ 港 湾 費 ２，５０８，８７６

５ 都 市 計 画 費 ９，９２７，４６４

６ 建 築 住 宅 費 １，８１１，００２

１１ 警 察 費 ２４，８７４，３６６
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千円

款 項 金 額

１ 警 察 管 理 費 ２３，２６０，５３０

２ 警 察 活 動 費 １，６１３，８３６

１２ 教 育 費 ９９，９８６，８２７

１ 教 育 総 務 費 １３，３３２，５０２

２ 小 中 学 校 費 ５３，５７７，６１６

３ 高 等 学 校 費 ２３，０８１，９５９

４ 特 別 支 援 学 校 費 ８，０２４，５９８

５ 社 会 教 育 費 １，６９５，３８６

６ 保 健 体 育 費 ２７４，７６６

１３ 災 害 復 旧 費 ３，９６９，８６７

１ 農林水産業施設災害復旧費 １，２５８，４８５

２ 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 ２，７１１，３８２

１４ 公 債 費 ９１，１０８，２１４

１ 公 債 費 ９１，１０８，２１４

１５ 予 備 費 １，２００，０００

１ 予 備 費 １，２００，０００

歳 出 合 計 ６１５，８５９，０００
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第２表 債務負担行為

事 項 期 間 限 度 額

千円

旅 費 支 給 費 令 和 ４ 年 度 ３，８２７

の と 里 山 空 港 整 備 費 令 和 ４ 年 度 ２７０，０００

新 県 立 図 書 館 管 理 運 営 費 令 和 ４ 年 度 １５０，０００

石川県産業創出支援機構が行ういしかわフ
ロンティアラボ整備事業に係る融資金の損
失補償

自 令和３年度
至 令和２２年度 ７６，０００千円及び延納利息相当額

工 業 用 地 造 成 費 令 和 ４ 年 度 ３３０，０００

中小企業再生・事業転換支援保証について
の石川県信用保証協会との損失補償契約に
伴う損失補償

自 令和３年度
至 令和２０年度 ６５３，０００

経営安定支援融資保証等についての石川県
信用保証協会との損失補償契約に伴う損失
補償

自 令和３年度
至 令和１５年度 ４２１，０００

ニッチトップ企業等育成支援保証について
の石川県信用保証協会との損失補償契約に
伴う損失補償

自 令和３年度
至 令和２０年度 ６４，０００

令和３年度離職者等高度人材養成推進事業
費

令 和 ４ 年 度
令 和 ５ 年 度 １６１，１４８

令 和 ３ 年 度 農 業 農 村 整 備 事 業 費 令 和 ４ 年 度
令 和 ５ 年 度 １，３５０，０００

石川県林業公社が行う造林事業に係る融資
金の損失補償

自 令和３年度
至 令和５９年度

日本政策金融公庫から貸付けを
受ける１，８６９，０００千円の元利金
（遅延損害金を含む）及び損失
補償契約に定める損失確定日の
翌日から補償履行の日までの利
率年１１．０％に相当する利息

令 和 ３ 年 度 道 路 建 設 費 令 和 ４ 年 度
令 和 ５ 年 度 ２，２６０，０００

令 和 ３ 年 度 道 路 整 備 費 令 和 ４ 年 度 １２０，０００

令 和 ３ 年 度 河 川 改 良 費 令 和 ４ 年 度
令 和 ５ 年 度 ２，０９２，０００

令 和 ３ 年 度 河 川 総 合 開 発 事 業 費 令 和 ４ 年 度 ２００，０００

令 和 ３ 年 度 街 路 事 業 費 令 和 ４ 年 度 ３２０，０００

令 和 ３ 年 度 公 園 整 備 費 令 和 ４ 年 度 ８５０，０００

令 和 ３ 年 度 公 営 住 宅 建 設 費 令 和 ４ 年 度 ３５３，０００

電 子 計 算 装 置 管 理 費 令 和 ４ 年 度 ３１，０００

学 校 施 設 大 規 模 改 修 事 業 費 令 和 ４ 年 度 ３４１，０００
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第３表 地 方 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

自 然 環 境 費 ９８，０００ 普通貸借又
は証券発行

８．５％以内
（ただし、利
率見直し方
式で借り入
れる資金に
ついて、利
率の見直し
を行った後
においては、
当該見直し
後の利率）

借入先の融通条件によ
る。ただし、県財政その他
の都合により、据置期間
及び償還期限を短縮し、
若しくは繰上償還又は借
換えすることができる。

工 業 試 験 場 費 ９９，０００

商 工 総 務 費 ７０，０００

職 業 訓 練 総 務 費 ２１，０００

観 光 振 興 費 １，０００

農 業 農 村 整 備 事 業 費 １，４７０，０００

農 地 防 災 事 業 費 ２８７，０００

国直轄土地改良事業費負担金 ３０４，０００

造 林 費 ４，０００

林 道 費 １７８，０００

治 山 費 ４８０，０００

国直轄治山事業費負担金 ７８，０００

水 産 業 振 興 費 １０６，０００

漁 港 管 理 費 ２，０００

漁 港 建 設 費 １４２，０００

道 路 建 設 費 ６，８０７，０００

道 路 整 備 費 ４，１０５，０００

国直轄道路事業費負担金 ２，７８５，０００

河 川 改 良 費 ２，３１５，０００

国直轄河川事業費負担金 ４８２，０００

河 川 総 合 開 発 事 業 費 ８８，０００

河 川 整 備 費 ２１９，０００



議
案
第
三
号

令
和
三
年
度
石
川
県
一
般
会
計
予
算

地
方
債

（１０）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

砂 防 地 す べ り 対 策 費 １，２７２，０００

国直轄砂防事業費負担金 ４７０，０００

砂防地すべり防止施設整備費 １３２，０００

海 岸 保 全 費 ２８５，０００

国直轄海岸事業費負担金 １８０，０００

港 湾 管 理 費 ５４６，０００

港 湾 改 良 費 １９０，０００

国直轄港湾事業費負担金 ３７７，０００

街 路 事 業 費 ５９９，０００

都 市 計 画 整 備 費 ２，０４０，０００

公 園 整 備 費 ８２８，０００

公 営 住 宅 建 設 費 ３０９，０００

建 築 指 導 費 ７２，０００

警 察 本 部 費 ８４，０００

警 察 施 設 費 ８３１，０００

運 転 免 許 費 ３，０００

交 通 指 導 取 締 費 ４２２，０００

事 務 局 管 理 費 ３４，０００

小 学 校 教 職 員 費 １，２５５，０００

高 等 学 校 整 備 費 １，１４４，０００

特 別 支 援 学 校 整 備 費 １００，０００

社 会 教 育 振 興 費 ３０，０００

文 化 財 保 護 費 ２６，０００



議
案
第
三
号

令
和
三
年
度
石
川
県
一
般
会
計
予
算

地
方
債

（１１）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

耕 地 災 害 復 旧 事 業 費 １０，０００

林 地 荒 廃 防 止 施 設
災 害 復 旧 事 業 費 ５７，０００

林 道 災 害 復 旧 事 業 費 ２５，０００

漁 港 災 害 復 旧 事 業 費 ２６，０００

土 木 施 設 災 害 復 旧 費 ７８６，０００

国直轄災害復旧費負担金 ２６，０００

港 湾 災 害 復 旧 費 ９５，０００

県 単 土 木 災 害 復 旧 費 ４０，０００

一 般 管 理 費 ３７４，０００

財 産 管 理 費 ９８，０００

国直轄空港事業費負担金 ２０４，０００

交 通 対 策 費 １４，５９７，０００

男 女 共 同 参 画 費 ４，０００

文 化 振 興 費 ６，７９８，０００

ス ポ ー ツ 振 興 費 １３９，０００

歴 史 博 物 館 費 ６１，０００

臨 時 財 政 対 策 費 ３７，０００，０００

計 ９１，７１０，０００





議
案
第
四
号

令
和
三
年
度
石
川
県
証
紙
特
別
会
計
予
算

（１３）

議案第４号

令和３年度石川県証紙特別会計予算

令和３年度の石川県証紙特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

１ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，６９９，７３６千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 令和３年度石川県証紙特別

会計歳入歳出予算」による。

令和３年２月２４日提出

石川県知事 谷 本 正 憲



議
案
第
四
号

令
和
三
年
度
石
川
県
証
紙
特
別
会
計
予
算

（１４）

第１表 令和３年度石川県証紙特別会計歳入歳出予算

歳 入

千円

款 項 金 額

１ 証 紙 収 入 ３，６９９，７３５

１ 証 紙 収 入 ３，６９９，７３５

２ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

歳 入 合 計 ３，６９９，７３６

歳 出

千円

款 項 金 額

１ 証 紙 管 理 費 ３，６９９，７３６

１ 証 紙 管 理 費 ３，６９９，７３６

歳 出 合 計 ３，６９９，７３６



議
案
第
五
号

令
和
三
年
度
石
川
県
土
地
取
得
特
別
会
計
予
算

（１５）

議案第５号

令和３年度石川県土地取得特別会計予算

令和３年度の石川県土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

１ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，０９３千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 令和３年度石川県土地取得

特別会計歳入歳出予算」による。

令和３年２月２４日提出

石川県知事 谷 本 正 憲



議
案
第
五
号

令
和
三
年
度
石
川
県
土
地
取
得
特
別
会
計
予
算

（１６）

第１表 令和３年度石川県土地取得特別会計歳入歳出予算

歳 入

千円

款 項 金 額

１ 財 産 収 入 ６，０９２

１ 財 産 運 用 収 入 ６，０９２

２ 諸 収 入 １

１ 雑 入 １

歳 入 合 計 ６，０９３

歳 出

千円

款 項 金 額

１ 土 地 取 得 費 ６，０９３

１ 土 地 取 得 費 ６，０９３

歳 出 合 計 ６，０９３



議
案
第
六
号

令
和
三
年
度
石
川
県
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予
算

（１７）

議案第６号

令和３年度石川県国民健康保険特別会計予算

令和３年度の石川県国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

１ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１００，５４２，６３０千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 令和３年度石川県国民健康

保険特別会計歳入歳出予算」による。

令和３年２月２４日提出

石川県知事 谷 本 正 憲



議
案
第
六
号

令
和
三
年
度
石
川
県
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予
算

（１８）

第１表 令和３年度石川県国民健康保険特別会計歳入歳出予算

歳 入

千円

款 項 金 額

１ 分 担 金 及 び 負 担 金 ２８，７６４，６９１

１ 負 担 金 ２８，７６４，６９１

２ 国 庫 支 出 金 ２６，７９９，０６５

１ 国 庫 負 担 金 １９，０１７，８１８

２ 国 庫 補 助 金 ７，７８１，２４７

３ 財 産 収 入 ４１

１ 財 産 運 用 収 入 ４１

４ 繰 入 金 ６，０７５，８３３

１ 繰 入 金 ６，０７５，８３３

５ 繰 越 金 ４１７，２２１

１ 繰 越 金 ４１７，２２１

６ 諸 収 入 ３８，４８５，７７９

１ 交 付 金 ３８，４８５，７７９

歳 入 合 計 １００，５４２，６３０

歳 出

千円

款 項 金 額

１ 健 康 福 祉 費 １００，５４２，６３０

１ 国 民 健 康 保 険 費 １００，５４２，６３０

歳 出 合 計 １００，５４２，６３０



議
案
第
七
号

令
和
三
年
度
石
川
県
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
特
別
会
計
予
算

（１９）

議案第７号

令和３年度石川県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算

令和３年度の石川県母子父子寡婦福祉資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４０，２５０千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 令和３年度石川県母子父子

寡婦福祉資金特別会計歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債

の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。

令和３年２月２４日提出

石川県知事 谷 本 正 憲



議
案
第
七
号

令
和
三
年
度
石
川
県
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
特
別
会
計
予
算

（２０）

第１表 令和３年度石川県母子父子寡婦福祉資金特別会計歳入歳出予算

歳 入

千円

款 項 金 額

１ 繰 入 金 ４，０８５

１ 繰 入 金 ４，０８５

２ 貸 付 金 元 利 収 入 ８９，４１０

１ 貸 付 金 元 利 収 入 ８９，４１０

３ 繰 越 金 ３３，６８５

１ 繰 越 金 ３３，６８５

４ 諸 収 入 ５，４００

１ 雑 入 ５，４００

５ 県 債 ７，６７０

１ 県 債 ７，６７０

歳 入 合 計 １４０，２５０

歳 出

千円

款 項 金 額

１ 健 康 福 祉 費 １４０，２５０

１ 母子父子寡婦福祉資金費 １４０，２５０

歳 出 合 計 １４０，２５０



議
案
第
七
号

令
和
三
年
度
石
川
県
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
特
別
会
計
予
算

（２１）

第２表 地 方 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

母子父子寡婦福祉資金貸付金 ７，６７０ 普 通 貸 借 無 利 子
母子及び父子並びに寡婦
福祉法（昭和３９年法律第
１２９号）の規定による。

計 ７，６７０





議
案
第
八
号

令
和
三
年
度
石
川
県
中
小
企
業
近
代
化
資
金
貸
付
金
特
別
会
計
予
算

（２３）

議案第８号

令和３年度石川県中小企業近代化資金貸付金特別会計予算

令和３年度の石川県中小企業近代化資金貸付金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

１ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３６１，７９９千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 令和３年度石川県中小企業

近代化資金貸付金特別会計歳入歳出予算」による。

令和３年２月２４日提出

石川県知事 谷 本 正 憲



議
案
第
八
号

令
和
三
年
度
石
川
県
中
小
企
業
近
代
化
資
金
貸
付
金
特
別
会
計
予
算

（２４）

第１表 令和３年度石川県中小企業近代化資金貸付金特別会計歳入歳出予算

歳 入

千円

款 項 金 額

１ 繰 入 金 ９０２

１ 繰 入 金 ９０２

２ 貸 付 金 元 利 収 入 ２２７，７０３

１ 貸 付 金 元 利 収 入 ２２７，７０３

３ 繰 越 金 １３１，１９４

１ 繰 越 金 １３１，１９４

４ 諸 収 入 ２，０００

１ 雑 入 ２，０００

歳 入 合 計 ３６１，７９９

歳 出

千円

款 項 金 額

１ 商 工 労 働 費 ３６１，７９９

１ 中 小 企 業 近 代 化 促 進 費 ３６１，７９９

歳 出 合 計 ３６１，７９９



議
案
第
九
号

令
和
三
年
度
石
川
県
林
業
改
善
資
金
特
別
会
計
予
算

（２５）

議案第９号

令和３年度石川県林業改善資金特別会計予算

令和３年度の石川県林業改善資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

１ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７６，４２７千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 令和３年度石川県林業改善

資金特別会計歳入歳出予算」による。

令和３年２月２４日提出

石川県知事 谷 本 正 憲



議
案
第
九
号

令
和
三
年
度
石
川
県
林
業
改
善
資
金
特
別
会
計
予
算

（２６）

第１表 令和３年度石川県林業改善資金特別会計歳入歳出予算

歳 入

千円

款 項 金 額

１ 繰 入 金 １，４２６

１ 繰 入 金 １，４２６

２ 貸 付 金 元 利 収 入 ３，８７０

１ 貸 付 金 元 利 収 入 ３，８７０

３ 繰 越 金 ７１，１２８

１ 繰 越 金 ７１，１２８

４ 諸 収 入 ３

１ 雑 入 ３

歳 入 合 計 ７６，４２７

歳 出

千円

款 項 金 額

１ 農 林 水 産 業 費 ７６，４２６

１ 林 業 改 善 資 金 費 ７６，４２６

２ 予 備 費 １

１ 予 備 費 １

歳 出 合 計 ７６，４２７



議
案
第
十
号

令
和
三
年
度
石
川
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
特
別
会
計
予
算

（２７）

議案第１０号

令和３年度石川県沿岸漁業改善資金特別会計予算

令和３年度の石川県沿岸漁業改善資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

１ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８０，９６６千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 令和３年度石川県沿岸漁業

改善資金特別会計歳入歳出予算」による。

令和３年２月２４日提出

石川県知事 谷 本 正 憲



議
案
第
十
号

令
和
三
年
度
石
川
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
特
別
会
計
予
算

（２８）

第１表 令和３年度石川県沿岸漁業改善資金特別会計歳入歳出予算

歳 入

千円

款 項 金 額

１ 繰 入 金 ９６５

１ 繰 入 金 ９６５

２ 貸 付 金 元 利 収 入 ６，３９２

１ 貸 付 金 元 利 収 入 ６，３９２

３ 繰 越 金 ７３，６０８

１ 繰 越 金 ７３，６０８

４ 諸 収 入 １

１ 雑 入 １

歳 入 合 計 ８０，９６６

歳 出

千円

款 項 金 額

１ 農 林 水 産 業 費 ８０，９６５

１ 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 費 ８０，９６５

２ 予 備 費 １

１ 予 備 費 １

歳 出 合 計 ８０，９６６



議
案
第
十
一
号

令
和
三
年
度
石
川
県
公
営
競
馬
特
別
会
計
予
算

（２９）

議案第１１号

令和３年度石川県公営競馬特別会計予算

令和３年度の石川県公営競馬特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２６，３１４，１１７千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 令和３年度石川県公営競馬

特別会計歳入歳出予算」による。

令和３年２月２４日提出

石川県知事 谷 本 正 憲



議
案
第
十
一
号

令
和
三
年
度
石
川
県
公
営
競
馬
特
別
会
計
予
算

（３０）

第１表 令和３年度石川県公営競馬特別会計歳入歳出予算

歳 入

千円

款 項 金 額

１ 収 益 事 業 収 入 ２５，５６１，１４０

１ 収 益 事 業 収 入 ２５，５６１，１４０

２ 使 用 料 及 び 手 数 料 ４，９７５

１ 手 数 料 ４，９７５

３ 財 産 収 入 ７９，２６６

１ 財 産 運 用 収 入 ７９，２６２

２ 財 産 売 払 収 入 ４

４ 繰 入 金 ５，５４１

１ 繰 入 金 ５，５４１

５ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

６ 諸 収 入 ６６３，１９４

１ 雑 入 ６６３，１９４

歳 入 合 計 ２６，３１４，１１７

歳 出

千円

款 項 金 額

１ 公 営 競 馬 費 ２６，３１４，１１７

１ 公 営 競 馬 費 ２６，３０７，７１３

２ 公 債 費 ６，４０４

歳 出 合 計 ２６，３１４，１１７



議
案
第
十
二
号

令
和
三
年
度
石
川
県
港
湾
整
備
特
別
会
計
予
算

（３１）

議案第１２号

令和３年度石川県港湾整備特別会計予算

令和３年度の石川県港湾整備特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，２６２，９１３千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 令和３年度石川県港湾整備

特別会計歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債

の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。

令和３年２月２４日提出

石川県知事 谷 本 正 憲



議
案
第
十
二
号

令
和
三
年
度
石
川
県
港
湾
整
備
特
別
会
計
予
算

（３２）

第１表 令和３年度石川県港湾整備特別会計歳入歳出予算

歳 入

千円

款 項 金 額

１ 使 用 料 及 び 手 数 料 ２９１，１７０

１ 使 用 料 ２９１，１７０

２ 財 産 収 入 ４，８００

１ 財 産 運 用 収 入 ４，８００

３ 繰 入 金 １８１，３０９

１ 繰 入 金 １８１，３０９

４ 諸 収 入 ６９，６３４

１ 雑 入 ６９，６３４

５ 県 債 ７１６，０００

１ 県 債 ７１６，０００

歳 入 合 計 １，２６２，９１３

歳 出

千円

款 項 金 額

１ 港 湾 整 備 事 業 費 １，２６２，９１３

１ 管 理 費 １７７，６１３

２ 整 備 費 ４２８，０００

３ 公 債 費 ６５７，３００

歳 出 合 計 １，２６２，９１３



議
案
第
十
二
号

令
和
三
年
度
石
川
県
港
湾
整
備
特
別
会
計
予
算

（３３）

第２表 地 方 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

港 湾 整 備 事 業 費 ７１６，０００ 普通貸借又は証券発行

８．５％以内
（ただし、利
率見直し方
式で借り入
れる資金に
ついて、利
率の見直し
を行った後
においては、
当該見直し
後の利率）

借入先の融通条件によ
る。ただし、県財政その他
の都合により、据置期間
及び償還期限を短縮し、
若しくは繰上償還又は借
換えすることができる。

計 ７１６，０００





議
案
第
十
三
号

令
和
三
年
度
石
川
県
育
英
資
金
特
別
会
計
予
算

（３５）

議案第１３号

令和３年度石川県育英資金特別会計予算

令和３年度の石川県育英資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

１ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２８２，９５７千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 令和３年度石川県育英資金

特別会計歳入歳出予算」による。

令和３年２月２４日提出

石川県知事 谷 本 正 憲



議
案
第
十
三
号

令
和
三
年
度
石
川
県
育
英
資
金
特
別
会
計
予
算

（３６）

第１表 令和３年度石川県育英資金特別会計歳入歳出予算

歳 入

千円

款 項 金 額

１ 財 産 収 入 １，４０７

１ 財 産 運 用 収 入 １，４０７

２ 繰 入 金 １０，５６０

１ 繰 入 金 １０，５６０

３ 貸 付 金 元 利 収 入 ２４５，４４３

１ 貸 付 金 元 利 収 入 ２４５，４４３

４ 繰 越 金 １０，０５４

１ 繰 越 金 １０，０５４

５ 寄 附 金 ２，５００

１ 寄 附 金 ２，５００

６ 諸 収 入 １２，９９３

１ 雑 入 １２，９９３

歳 入 合 計 ２８２，９５７

歳 出

千円

款 項 金 額

１ 教 育 費 ２８２，９５７

１ 育 英 資 金 費 ２８２，９５７

歳 出 合 計 ２８２，９５７



議
案
第
十
四
号

令
和
三
年
度
石
川
県
公
債
管
理
特
別
会
計
予
算

（３７）

議案第１４号

令和３年度石川県公債管理特別会計予算

令和３年度の石川県公債管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７０，５００，２９８千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 令和３年度石川県公債管理

特別会計歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債

の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。

令和３年２月２４日提出

石川県知事 谷 本 正 憲



議
案
第
十
四
号

令
和
三
年
度
石
川
県
公
債
管
理
特
別
会
計
予
算

（３８）

第１表 令和３年度石川県公債管理特別会計歳入歳出予算

歳 入

千円

款 項 金 額

１ 繰 入 金 ９０，９６８，２９８

１ 繰 入 金 ９０，９６８，２９８

２ 県 債 ７９，５３２，０００

１ 県 債 ７９，５３２，０００

歳 入 合 計 １７０，５００，２９８

歳 出

千円

款 項 金 額

１ 公 債 費 １７０，５００，２９８

１ 公 債 費 １７０，５００，２９８

歳 出 合 計 １７０，５００，２９８



議
案
第
十
四
号

令
和
三
年
度
石
川
県
公
債
管
理
特
別
会
計
予
算

（３９）

第２表 地 方 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

公 債 費 ７９，５３２，０００ 普通貸借又は証券発行

８．５％以内
（ただし、利
率見直し方
式で借り入
れる資金に
ついて、利
率の見直し
を行った後
においては、
当該見直し
後の利率）

借入先の融通条件によ
る。ただし、県財政その他
の都合により、据置期間
及び償還期限を短縮し、
若しくは繰上償還又は借
換えすることができる。

計 ７９，５３２，０００





議
案
第
十
五
号

令
和
三
年
度
石
川
県
立
中
央
病
院
事
業
会
計
予
算

（４１）

議案第１５号

令和３年度石川県立中央病院事業会計予算

（総則）

第１条 令和３年度の石川県立中央病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

� 病 床 数

一般病床 ６３０床

� 年間延患者数

入院患者 １４４，４０５人 外来患者 ２２８，４８１人

� １日平均患者数

入院患者 ３９６人 外来患者 ９４４人

� 主要な建設改良事業

医 療 器 械 等 購 入 費 ５９９，０００千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 病 院 事 業 収 益 ２４，３５３，２４７千円

第１項 医 業 収 益 ２０，７６０，９２８千円

第２項 医 業 外 収 益 ２，０９２，２９９千円

第３項 特 別 利 益 １，５００，０２０千円

支 出

第１款 病 院 事 業 費 用 ２４，１４１，７５５千円

第１項 医 業 費 用 ２３，７６６，６９１千円

第２項 医 業 外 費 用 ３７５，０４４千円

第３項 特 別 損 失 ２０千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対

して不足する額１，６４０，４６７千円は、過年度分損益勘定留保資金１，６３８，７０８千円及び当年度分消費税

及び地方消費税資本的収支調整額１，７５９千円で補てんするものとする）。



議
案
第
十
五
号

令
和
三
年
度
石
川
県
立
中
央
病
院
事
業
会
計
予
算

（４２）

収 入

第１款 資 本 的 収 入 ２，２９３，７５１千円

第１項 企 業 債 ５８７，０００千円

第２項 他 会 計 負 担 金 １，７０６，７４１千円

第３項 固定資産売却代金 １０千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 ３，９３４，２１８千円

第１項 病 院 建 設 改 良 費 ５９９，０００千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ３，３３５，２１８千円

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

令和３年度医療機器
保 守 業 務 委 託 費

自 令和４年度
至 令和９年度 １０６，０００千円

（企業債）

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的 限 度 額
千円

起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

資 産 購 入 費 ５８７，０００
普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

８．５％以内
（ただし、利
率見直し方
式で借り入
れる資金に
ついて、利
率見直しを
行った後に
おいては、
当該見直し
後の利率）

政府資金についてはその融
通条件により、銀行その他
の場合においてはその債権
者と協定した融通条件によ
る。

（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は、２，５００，０００千円と定める。ただし、借入金額には当座勘定借越契

約に基づく借越額を含まない。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職 員 給 与 費 ９，８０６，１７７千円

（他会計からの補助金）

第９条 病院の運営助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、１７１，９３６千円である。

（たな卸資産購入限度額）

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、８，６０７，０８４千円と定める。



議
案
第
十
五
号

令
和
三
年
度
石
川
県
立
中
央
病
院
事
業
会
計
予
算

（４３）

（重要な資産の取得）

第１１条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種 類 名 称 数量

医 療 器 械 血 管 造 影 Ｘ 線 診 断 装 置 一式

令和３年２月２４日提出

石川県知事 谷 本 正 憲





議
案
第
十
六
号

令
和
三
年
度
石
川
県
立
高
松
病
院
事
業
会
計
予
算

（４５）

議案第１６号

令和３年度石川県立高松病院事業会計予算

（総則）

第１条 令和３年度の石川県立高松病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

� 病 床 数

精神病床 ４００床

� 年間延患者数

入院患者 １２６，２３９人 外来患者 ２５，８６７人

� １日平均患者数

入院患者 ３４６人 外来患者 １０７人

� 主要な建設改良事業

医 療 器 械 等 購 入 費 ７７，０００千円

管 理 診 療 棟 整 備 費 １，２４８，０００千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 病 院 事 業 収 益 ３，４５６，６０１千円

第１項 医 業 収 益 ２，３６４，９８６千円

第２項 医 業 外 収 益 １，０９１，６０５千円

第３項 特 別 利 益 １０千円

支 出

第１款 病 院 事 業 費 用 ３，４４９，４７３千円

第１項 医 業 費 用 ３，３７６，６７７千円

第２項 医 業 外 費 用 ６３，７３６千円

第３項 特 別 損 失 ９，０６０千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対

して不足する額１６２，８９９千円は、過年度分損益勘定留保資金１６０，４９１千円及び当年度分消費税及び

地方消費税資本的収支調整額２，４０８千円で補てんするものとする）。
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収 入

第１款 資 本 的 収 入 １，４９８，８７５千円

第１項 企 業 債 １，３２５，０００千円

第２項 他 会 計 負 担 金 １７３，８６５千円

第３項 固定資産売却代金 １０千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 １，６６１，７７４千円

第１項 病 院 建 設 改 良 費 １，３２５，０００千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ３３６，７７４千円

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

管 理 診 療 棟 整 備 費 令 和 ４ 年 度 ５０５，０００千円

（企業債）

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的 限 度 額
千円

起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

資 産 購 入 費 ７７，０００
普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

８．５％以内
（ただし、利
率見直し方
式で借り入
れる資金に
ついて、利
率見直しを
行った後に
おいては、
当該見直し
後の利率）

政府資金についてはその融
通条件により、銀行その他
の場合においてはその債権
者と協定した融通条件によ
る。

施 設 整 備 費 １，２４８，０００

（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は、９００，０００千円と定める。ただし、借入金額には当座勘定借越契約

に基づく借越額を含まない。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職 員 給 与 費 ２，４０９，９７１千円

（他会計からの補助金）

第９条 病院の運営助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、３７，１７３千円である。

（たな卸資産購入限度額）

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、３６５，０９３千円と定める。

令和３年２月２４日提出

石川県知事 谷 本 正 憲
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議案第１７号

令和３年度石川県港湾土地造成事業会計予算

（総則）

第１条 令和３年度の石川県港湾土地造成事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

� 土 地 売 却

地 区 名 売 却 面 積

大 田 工 業 用 地 １，０００�

� 土 地 貸 付

地 区 名 貸 付 面 積

大 浜 用 地 ４９�

大 田 工 業 用 地 １，５６３�

湊町都市再開発用地 ３，４８４�

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 港湾土地造成事業収益 １２，６８６千円

第１項 営 業 収 益 １０，０００千円

第２項 営 業 外 収 益 ２，６８６千円

支 出

第１款 港湾土地造成事業費用 ８，６１９千円

第１項 営 業 費 用 ８，６０９千円

第２項 営 業 外 費 用 １０千円

（一時借入金）

第４条 一時借入金の限度額は、８８４，０００千円と定める。ただし、借入金額には当座勘定借越契約

に基づく借越額を含まない。

令和３年２月２４日提出

石川県知事 谷 本 正 憲





議
案
第
十
八
号

令
和
三
年
度
石
川
県
流
域
下
水
道
事
業
会
計
予
算

（４９）

議案第１８号

令和３年度石川県流域下水道事業会計予算

（総則）

第１条 令和３年度の石川県流域下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

� 流域関連市数 ６市

� 年間総処理水量 ３１，０３４，０００�

� １日平均処理水量 ８５，０２５�

� 主要な建設改良事業

流域下水道建設事業費 １，９４１，７４７千円

（うち債務負担行為額 ５５２，０００千円）

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 流域下水道事業収益 ３，８０７，０４４千円

第１項 営 業 収 益 １，７２９，４５１千円

第２項 営 業 外 収 益 ２，０７７，５９３千円

支 出

第１款 流域下水道事業費用 ３，４７４，６８２千円

第１項 営 業 費 用 ３，２９５，８９１千円

第２項 営 業 外 費 用 １７８，７９１千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対

して不足する額６１４，９５２千円は、過年度分損益勘定留保資金２１８，５０４千円、当年度分損益勘定留保

資金３５４，０６６千円、繰越利益剰余金１１，９６８千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調

整額３０，４１４千円で補てんするものとする）。

収 入

第１款 資 本 的 収 入 １，３６９，２００千円

第１項 企 業 債 ３１４，０００千円

第２項 国 庫 補 助 金 ８０２，０００千円

第３項 建 設 負 担 金 ２５１，０００千円

第４項 他 会 計 補 助 金 ２，２００千円
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支 出

第１款 資 本 的 支 出 １，９８４，１５２千円

第１項 建 設 改 良 費 １，３８９，７４７千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ５９４，４０５千円

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額
令和３年度加賀沿岸流域下
水道（梯川処理区）事業費 令 和 ４ 年 度 ２３４，０００千円

令和３年度加賀沿岸流域下水
道（大聖寺川処理区）事業費 令 和 ４ 年 度 ９３，０００千円

令 和 ３ 年 度 犀 川 左 岸
流 域 下 水 道 事 業 費 令 和 ４ 年 度 ２２５，０００千円

（企業債）

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的 限 度 額
千円

起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

流域下水道事業費 ３１４，０００
普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

８．５％以内
（ただし、利
率見直し方
式で借り入
れる資金に
ついて、利
率見直しを
行った後に
おいては、
当該見直し
後の利率）

政府資金についてはその融
通条件により、銀行その他
の場合においてはその債権
者と協定した融通条件によ
る。

（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は、１，２００，０００千円と定める。ただし、借入金額には当座勘定借越契約

に基づく借越額を含まない。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条 予定支出の各項の金額を流用することができる場合は、営業外費用に計上した消費税及び

地方消費税に係る予定額に不足を生じた場合における営業費用からの流用をする場合と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職 員 給 与 費 ７５，３４５千円

（他会計からの補助金）

第１０条 流域下水道事業の運営助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、３７８，３０９

千円である。
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令和３年２月２４日提出

石川県知事 谷 本 正 憲
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議案第１９号

令和３年度石川県水道用水供給事業会計予算

（総則）

第１条 令和３年度の石川県水道用水供給事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

� １日最大給水量 ２４３，８６０�

� 年間有収水量 ５３，４０５，３４０�

� 主要な建設改良事業

固 定 資 産 改 良 費 １，５８２，９２８千円

（うち債務負担行為額 ５，０００千円）
送水施設建設改良
事 業 費 ２，１４０，０００千円

（うち債務負担行為額 １２０，０００千円）

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 水道用水供給事業収益 ５，８９６，９２０千円

第１項 営 業 収 益 ５，８１５，９４７千円

第２項 営 業 外 収 益 ８０，９７３千円

支 出

第１款 水道用水供給事業費用 ５，６６０，１３８千円

第１項 営 業 費 用 ５，５７７，８５０千円

第２項 営 業 外 費 用 ８２，２８８千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対

して不足する額４，８６４，８１６千円は、過年度分損益勘定留保資金４，６２８，６４１千円及び当年度分消費税

及び地方消費税資本的収支調整額２３６，１７５千円で補てんするものとする）。

収 入

第１款 資 本 的 収 入 ２，０２０，０００千円

第１項 企 業 債 ２，０２０，０００千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 ６，８８４，８１６千円

第１項 建 設 改 良 費 ３，５９７，９２８千円
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第２項 企 業 債 償 還 金 ３，２６１，８８８千円

第３項 他会計借入金償還金 ２５，０００千円

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

既 存 送 水 管 修 繕 費 令 和 ４ 年 度 ２００，０００千円

業 務 委 託 費 自 令和４年度
至 令和６年度 １７９，０００千円

固 定 資 産 改 良 費 令 和 ４ 年 度 ５，０００千円

送水施設建設改良事業費 令 和 ４ 年 度 １２０，０００千円

（企業債）

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的 限 度 額
千円

起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

送水施設建設改良

事 業 費
２，０２０，０００

普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

８．５％以内
（ただし、利
率見直し方
式で借り入
れる資金に
ついて、利
率見直しを
行った後に
おいては、
当該見直し
後の利率）

政府資金についてはその融
通条件により、銀行その他
の場合においてはその債権
者と協定した融通条件によ
る。

（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は、３，５００，０００千円と定める。ただし、借入金額には当座勘定借越契約

に基づく借越額を含まない。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条 予定支出の各項の金額を流用することができる場合は、営業外費用に計上した消費税及び

地方消費税に係る予定額に不足を生じた場合における営業費用からの流用をする場合と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職 員 給 与 費 ４３３，１８９千円

（たな卸資産購入限度額）

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、１２２，５５６千円と定める。

令和３年２月２４日提出

石川県知事 谷 本 正 憲
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